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多様な人と文化が共生し 
文化芸術を通じて皆の幸せをめざす
世界に開かれた「文化の港」

港区 M i n a t o  C i t y



港区文化芸術振興プラン 概要版 
令和3（2021）年度～令和8（2026）年度
令和3（2021）年3月発行
発行　港区
編集　港区産業・地域振興支援部
　　　国際化・文化芸術担当
住所　港区芝公園一丁目５番２５号
電話　03－3578－2111（代表）

港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この印刷物は、古紙を活用した再生紙を使用しています。
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過去１年間に文化芸術を鑑賞した区民
は86.7％と全国・東京都と比べて高く、
平成28（2016）年度から約18ポイント
増加しています。

区民の活発な
文化芸術活動

観賞・活動ができていない理由に、育児
や介護、健康不安を挙げる区民は、それ
ぞれ38.3％・23.1％います。

鑑賞・活動できていない
区民の存在

区民の国際文化交流への参加意向は
47.7％であるのに対し、実際に参加した
区民は9.7％と低くなっています。

国際文化交流
への期待 

M i n a t o  C i t y   
A r t s  a n d
C u l t u r e
P r o m o t i o n  P l a n
F Y 2 0 2 1  - F Y 2 0 2 6

国際性豊かで様々な人や文化が行き交う港区において、
多様な人や文化が出会い交流し、新たな文化が創造され、
多様性を認め合う価値観が国内外に発信される
拠点としての「文化の港」をめざします。

共生

創造

交流

多様な人と文化
文化芸術を通じ
世界に開かれた

実態と課題 将来像

文化芸術団体は連携の必要性を感じて
いるもののあまり進んでおらず、各主体
間の協働を促進するためのコーディネ
ート機能が求められています。

芸術ジャンルや
社会領域を超えた
連携の必要性 

（仮称）文化芸術ホールにおいて、約66
％の区民が国内外の質の高い作品、
46.4％が先駆的な作品の鑑賞を希望し、
45.6％が「共生」や「国際性」に関わる取
組を期待しています。

文化芸術振興の
中核拠点としての
（仮称）文化芸術ホール
への期待 

令和元(2019)年度に実施した
港区文化芸術実態調査に
基づくものです。



多様性を認め合う価値観が広がり、
未来にわたり継承される「文化の港」

多様な人や文化が出会い、交流する
「文化の港」

多様な人や文化の交流から
新たな文化が創造される「文化の港」

施策の体系
3

誰もが文化芸術を
鑑賞・参加・創造できる環境の整備

多様な文化資源を生かした
港区ならではの取組の推進

国際都市・港区ならではの
文化芸術振興施策の推進

文化芸術を通じた
多様な主体間の交流・連携の促進

危機を乗り越え持続可能な
文化芸術活動の推進

文化芸術振興に取り組む
多様な主体への支援と連携 

文化芸術を通じた
多様性を認め合う区民意識の醸成 

文化芸術振興の中核拠点となる
（仮称）文化芸術ホールの整備 

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

1
施策

2
施策

3
施策

誰もが文化芸術を
鑑賞・参加・創造できる
機会の充実

多様な主体間の
協働による
文化芸術振興

文化芸術振興施策
の推進に向けた
基盤整備

・文化芸術を通じて、区民一人ひとりが異なる文化や宗教、価値観、生活
様式などを尊重し合う意識が醸成され、共生社会が実現している。
・多様性を認め合う価値観が港区から国内外に広がり、区民が誇りを持
てるとともに、平和な未来を創る子どもたちがすくすくと育っている。

・年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加・創造で
きる機会が拡大している。
・国際性豊かな区の特性を背景に、国際文化交流の中心となっている。
・災害や感染症などの危機を乗り越え、文化芸術を継続的に享受するこ
とができている。

・多様な人や文化が交流し、相互の刺激の中から、新たな文化が創造され
ている。
・文化芸術と他分野が連携することで新たな価値が生まれ、地域の課題
解決に寄与している。

が共生し 
て皆の幸せをめざす
「文化の港」

文化芸術
振興プラン港区 令和 年度 令和～ 年度3 8
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　「文化芸術基本法」には、文化芸術を創造し、享
受することが人々の生まれながらの権利であるこ
とが定められており、「港区文化芸術振興条例」で
は、誰もが文化芸術を鑑賞・参加・創造するための
取組の必要性を示しています。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、多く

の文化芸術活動に極めて大きなダメージを与えま
した。どのような状況においても、区に住み、働き、
学び、訪れる人々が、文化芸術を享受し、文化芸術
を通じた交流や相互理解が進み、それによる多様
性を認め合う価値観が国内外に発信されることで、
平和な世界の実現に貢献します。

　計画期間は、令和３（2021）年度から令和８
（2026）年度までの６か年とし、「港区基本計画」に
合わせて見直します。

　「文化芸術基本法」に規定されたものを基本とし、
大使館や放送局などを含めた文化資源が多数集積
し、デザインやファッションなど最先端の流行・文
化の発信地である区の地域特性を踏まえ、広範に
取り扱います。

「文化芸術基本法」より
①文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（第８条）
②映画、漫画、アニメーション及びコンピュータ
　その他の電子機器等を利用した芸術（メディア芸術）（第９条）
③雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能（第10条）
④講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（第11条）
⑤生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化）、
　国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽）
　並びに出版物及びレコード等（第12条）
⑥有形及び無形の文化財並びにその保存技術（第13条）
⑦各地域における文化芸術、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（第14条）

プラン策定の背景と目的

プランの位置付け

計画期間 令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

港区基本計画
令和3年度～令和8年度

令和3年度～令和8年度
港区文化芸術振興プラン

見直し

港区
基本構想

港区
基本計画

個別計画
港区
文化芸術
振興プラン

「文化芸術基本法」に定めのある
「地方文化芸術推進基本計画」
として策定

プランにおける文化芸術の範囲

港区
国際化推進
プラン

港区
産業振興
プラン

港区
観光振興
ビジョン

港区
教育
ビジョン

など
港区
地域保健
福祉計画



「文化芸術基本法」より
①文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（第８条）
②映画、漫画、アニメーション及びコンピュータ
　その他の電子機器等を利用した芸術（メディア芸術）（第９条）
③雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能（第10条）
④講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（第11条）
⑤生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化）、
　国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽）
　並びに出版物及びレコード等（第12条）
⑥有形及び無形の文化財並びにその保存技術（第13条）
⑦各地域における文化芸術、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（第14条）

　全ての区民が心豊かで潤いのある生活を送ることができる
よう、年齢や障害の有無、国籍等にかかわらず、誰もが身近な
場所で文化芸術を鑑賞・参加・創造できる環境を整えます。
　次世代を担う子どもたちが、様々な文化芸術に触れ、体験
することを通じて、創造性や多様な文化、価値観を尊重する
心を育みます。

　国際性豊かな区の特性を生かし、異なる国籍や言語、宗教、
生活様式の人々が出会い、交流する機会を充実するとともに、
国際的発信力のある取組により文化芸術を通じた相互理解
を促し、世界平和の実現に貢献します。

プランの推進に向けて

誰もが文化芸術を
鑑賞・参加・創造できる機会の充実

進行管理 
障害者の文化芸術活動の推進

誰もが文化芸術を
鑑賞・参加・創造できる環境の整備

国際都市・港区ならではの
文化芸術振興施策の推進

1

敷居が高いと思われがちなクラシックコンサートを、区民
センターや病院、お寺などを会場として開催するとともに、
大学生を中心とした若手音楽家に発表の場を提供します。

六本木のまちを舞台としたアートの祭典「六本木アートナ
イト」が一層、子ども・高齢者・障害者・外国人に配慮され、
区民に親しまれる内容となるよう、運営に参画します。

音楽のさんぽ道

施策

1-1

1-2

©Roppongi Art Night Executive Committee

　区内の多様な文化資源や観光資源、企業等と連携した取
組や、地域の特性を生かした区ならではの取組を推進、発信
することで、区民が区の魅力を再認識できる機会とし、地域へ
の愛着を醸成します。

　本プランの着実な推進のため、区の文化芸術
振興がめざす方向性を示すプランを策定し、広く
公表するPlan（計画）、それを専門性を生かして
実施していくDo（業務遂行）、遂行結果を確認す
るCheck（評価）、評価を基に事業やプランを見直
すAction（改善）のサイクルを着実に推進します。

　平成30(2018)年６月に「障害者による文化芸
術活動の推進に関する法律」が施行され、文化芸
術活動を通じて、障害者の個性や能力が発揮さ
れ、社会参加を促進することが規定されました。
文化プログラム等の成果を踏まえ、より一層、福
祉分野との連携を強化し、障害者による文化芸
術活動を推進します。

多様な文化資源を生かした
港区ならではの取組の推進

区と区内の美術館・博物館等が連携し、人々の回遊性を高
めるためのスタンプラリー等を実施します。

ミナコレ（MINATO COLLECTION）

1-3

六本木アートナイト



港区文化プログラム連携事業
として、自立心や社会性を身に
つけるのに有効とされるソー
シャルサーカスを、障害保健福
祉センターや特別支援学級、
適応指導教室、子ども家庭支
援センター等で実施しました。

公益財団法人
港区スポーツふれあい文化健康財団
（kissポート財団）との連携 

ソーシャルサーカス
ワークショップ
（スロームーブメント実行委員会）

（
一
般
社
団
法
人
オ
フ
ィ
ス
ア
ル
ブ
）撮
影
：
大
洞
博
靖

　Kissポート財団は、令和３(2021)年度に「文化
芸術課」を設置し、団体間の連携等を支援できる
コーディネート機能を備え、その専門性をさらに

高めます。
　本プランの着実な推進に当たり、Kissポート財
団と区がパートナーとして、文化芸術を通じた交
流や相互理解、それによる多様性を認め合う価値
観を醸成するための取組を積極的に展開します。

　区内の多種多様な文化芸術活動団体や文化芸術施設が、
芸術ジャンルや社会領域を超えて連携することで、事業の相
乗効果が生まれ、区全体の文化芸術振興の更なる推進につ
なげるとともに、文化芸術のみならず様々な社会領域が抱え
る課題解決に貢献します。

　区内で多様な文化芸術活動が活発に行われ、そこから生ま
れる新たな文化や価値が国内外に発信されるなど、区が将来
にわたり「文化の港」であり続けるために、区内の文化芸術活
動の担い手の育成や自立的・継続的な運営に向けた支援を
行います。

多様な主体間の協働による
文化芸術振興

文化芸術を通じた
多様な主体間の交流・連携の促進

文化芸術振興に取り組む
多様な主体への支援と連携 

2

区内の文化芸術活動団体や文化芸術施設、企業、国際交
流団体、大学、観光振興団体など、文化芸術に関わる多様
な主体をメンバーとして、定期的に会議を開催します。

区内で行われる文化芸術活動及びその活動を行う団体を
育成するため、活動に係る経費の一部に対し助成金を交付
するとともに、専門家のアドバイスによる支援を実施します。

港区文化芸術ネットワーク会議

施策

2-1

2-2

　いかなる状況にあっても、人々の心を癒し、明日への希望を
与えるなど、心豊かで潤いのある生活を送る上で極めて重要
な文化芸術が、安全かつ継続的に区民に提供されるよう、文
化芸術活動におけるリスクマネジメントや、「港区文化芸術振
興基金」を活用した支援に取り組みます。

危機を乗り越え持続可能な
文化芸術活動の推進

文化芸術団体等が集まる港区文化芸術ネットワーク会議
で、新型コロナウイルス感染症対策に関する講演会を実施
しました。

港区文化芸術ネットワーク会議での
港区感染症専門アドバイザー講演

2-3

港区文化芸術活動サポート事業



浜松町二丁目地区市街地再開発事業の中で整備し、大ホ
ール(600席程度)、小ホール(100席程度)、創造支援（練
習場）などからなる施設です。

（仮称）文化芸術ホール

（
手
話
狂
言
）

　Kissポート財団は、令和３(2021)年度に「文化
芸術課」を設置し、団体間の連携等を支援できる
コーディネート機能を備え、その専門性をさらに

高めます。
　本プランの着実な推進に当たり、Kissポート財
団と区がパートナーとして、文化芸術を通じた交
流や相互理解、それによる多様性を認め合う価値
観を醸成するための取組を積極的に展開します。

文化芸術振興施策
の推進に向けた基盤整備3

施策

　区の文化芸術振興の中核拠点として（仮称）文化芸術ホールを
整備し、文化芸術を通じた交流や相互理解、それによる多様性を
認め合う価値観の醸成をめざします。
　平成28(2016)年度から多様な文化芸術団体と連携して取り
組んできた文化プログラムの成果をレガシーとして、着実に（仮
称）文化芸術ホールの整備につなげ、令和９(2027)年度の開館
に向け、専門人材の育成や気運醸成のための取組を計画的に進
めます。

　文化芸術には、異なる文化や宗教、価値観、生活様式の人々が
相互に理解し、尊重し合うための土壌を提供することにより、平
和な社会を実現するための力があります。
　人々の自由な表現活動を通じて多様性を認め合う価値観を醸
成するとともに、区民の意識や行動の変化を促すことで、共生社
会の実現につなげます。

文化芸術振興の中核拠点となる
（仮称）文化芸術ホールの整備 

3-1

文化芸術を通じた
多様性を認め合う区民意識の醸成 

3-2

障害の有無等にかかわらず、ともに鑑賞・参加・体験する
ための舞台やワークショップなど、共生社会の実現に向け
たテーマ性・発信性のある事業を実施します。

（仮称）文化芸術ホールの重点的な取組
・地域の課題に寄り添い、多様な価値観を
認め合う共生社会の実現に向けた取組
・区内の文化資源・活動団体との連携や専
門人材の育成に向けた取組
・国内外に発信することができ、区民が誇
りを持てる質の高い取組

共生社会推進事業

（仮称）文化芸術ホールの
組織機能イメージ

複合ビルイメージ図
（仮称）文化芸術ホール
は主に3階～5階部分

大ホールイメージパース
（音響反射板設置時）

経営実績を
研究に活用

研究の成果を
経営に活用

事業機能

経営機能 研究機能

研究の成果
を実践

現場の課題
を研究に活用

経営戦略
を反映

事業の成果
を反映

M i n a t o  C i t y   
A r t s  a n d
C u l t u r e
P r o m o t i o n  P l a n
F Y 2 0 2 1  - F Y 2 0 2 6

文化芸術

概要版

振興プラン港区
令和 年度 令和～ 年度3 8

2 0 2 1 年 度 ～ 年 度2 0 2 6


